
 

 

 

 

Ｑ１ お子様及び保護者がＰＣＲ検査の対象になった場合の対応について知りたい。 

 

 

Ａ 病院や保健所の指示に従い，入院や自宅療養など適切に対応してください。 
また，学校に，その旨を連絡してください。 

 

 

 Ｑ２ お子様が，発熱等の風邪の症状により学校を休んだ場合，欠席となりますか。 

 

 

Ａ 欠席とはなりません。 

 

 

Ｑ３ 感染が心配で登校させたくないのですが，どうしたらよいでしょうか。 

 

 

Ａ 学校に，その旨を相談してください。なお，感染が心配で登校しなかった場合 

でも，欠席とはなりません。 

 

 

Ｑ４ 学校ではどのような感染症対策を行うのですか。 

 

 

Ａ ・児童生徒は，朝，家庭で検温を行って登校します。検温していない場合は，

保健室等で検温をします。 

     ・児童生徒と教職員は，全員マスクを着用します。 

     ・こまめな換気及び石けんや消毒液を使った手洗いを行います。 
     ・教室やトイレのドアノブ，机・椅子等の消毒を毎日行います。 

 

 

 Ｑ５ マスクを忘れた子どもには，どのような対応をとりますか。 

 

    

Ａ 各学校でマスクを準備していますが，数に限りがありますので，各家庭での準 

備をお願いします。 

  

 学校の再開に関するＱ＆Ａ（保護者向け） 



 

Ｑ６ 分散登校はいつまで続きますか。 

 

 

Ａ 分散登校から通常の登校への移行については，現時点では未定です。市内の感

染状況等を踏まえ，慎重かつ適切に判断してまいります。感染状況によって，通

常登校が早くなることや，遅くなることもあります。 

 

 

Ｑ７ 授業時間を短くして学力保障はできるのですか。 

 

 

Ａ 授業においては，密集，密接のリスクが生じる児童生徒同士の話し合いや交流

活動を控えるなど，感染予防をしながら，授業の効率化，焦点化を行います。 

  このように，学習活動を重点化することで，学力保障はできると考えています。 

 

 

Ｑ８ 学校に行かない日は，家でどのように過ごすのですか。 

 

 

Ａ 生活のリズムを保つため，学校の時制に沿って家庭でも過ごすようにしてくだ 

さい。なお，プリントや教科書などを使って，学習するようにしてください。 

 

 

Ｑ９ 給食はこれまでと変わらないのですか。 

 

 

Ａ ・感染防止のため，主食は原則，包装されたパンと牛乳になります。ただし， 

   特別支援学校は米飯もあります。副食は，現行どおり，小学校はおかず２品， 

中学校はおかず３品です。 

     ・配膳は教師及び生徒（中学校）が行います。 

     ・換気を適切に行い，机を向かい合わせにしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ｑ10 夏休みや冬休み，春休みはどうなるのですか。 

 

    

Ａ 夏休みは ８月７日（金）から８月 19日（水）までの 13日間（予定） 

     冬休みは 12月 27日（日）から１月６日（水）までの 11日間（予定） 

     春休みは ３月 25日（木）から （予定） 

 

 

 Ｑ11 土曜授業は実施されるのですか。 

 

    

Ａ ５月 23日（土），６月６日（土）と１週おきに実施する予定です。学年ごとの 

登校や分散登校を行いますので，お子様がいつ登校するかを確認しておいてくだ 

さい。 

 

 

Ｑ12 中止や延期の行事はどんなものがありますか。 

 

 

Ａ <延期> 

・修学旅行は１学期実施しません。２学期以降の実施については，検討中です。 

  <中止> 

  ・自然教室，宿泊学習 

  ・運動会，体育大会，体育祭 

  ・校外学習（遠足や社会科見学） 

  ・合唱コンクール，学習発表会 

  ・ふれあい学び舎事業    など 

 

 

 Ｑ13 体育の水泳学習は実施されますか。 

 

    

Ａ 現時点では，中止の予定です。 

 

 

 Ｑ14 部活動はいつ再開するのですか。 

 

   Ａ 分散登校期間中は中止とします。通常登校が開始されてから段階的に再開しま 

す。 



 

 Ｑ15 留守家庭子ども会の開設時間はどうなりますか。 

 

    

Ａ 開設時間については，次の表のとおりです。なお，終了時間については，平日 

    は午後 7時 00分，土曜日は午後 6時 00分です。 

ステージ 月日 
開設時間 

登校する児童 登校しない児童 

１ 

５月 21 日（木）～ 

５月 22 日（金） 午前 12 時 00 分 
午後１時 00 分 

５月 23 日（土） 午前８時 00 分 

５月 25 日（月）～ 

５月 27 日（水） 
午後１時 30 分 午後１時 00 分 

 
 
 

２ 

５月 28 日（木）～ 

６月４日（木） 
午後１時 30 分 午後１時 00 分 

３ 
６月５日（金）～の平日 午後３時 30 分 午後１時 00 分 

６月６日（土）～の土曜日 午前 12 時 00 分 午前８時 00 分 

４ 未定 放課後 

 

 

Ｑ16 校庭や体育館の一般利用も再開されるのですか。 

 

  

 Ａ ５月 31 日までは使用を中止しています。６月１日以降の使用の可否について

は，学校の運営状況や感染の状況を踏まえ，５月 29日までに検討し，教育委員会

ホームページなどでお知らせします。 

 


